
京都府 総合政策環境部 脱炭素社会推進課

京都市 環境政策局 地球温暖化対策室

特定事業者排出量削減計画書制度

制度の概要について

（令和６年２月 特定事業者向けセミナー資料）



第四計画期間の
とりまとめについて
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京都府内における温室効果ガス排出状況

第四計画期間における、特定事業者(244者)の

温室効果ガス総排出量は３５２.７万トンで、

基準年度総排出量３８３.６万トンから、８.０％削減。

部門 事業者数
（者）

温室効果ガス総排出量
（万トン-ＣＯ２）

基準年度排出量
からの増減割合

（％）
基準年度(H29～R1) 実績値(R2～R4)

計 ２４４ ３８３.６ ３５２.７ △８.０

業務部門 １１２ １５０.９ １４１.５ △ ６.２

産業部門 １０７ ２０１.１ １８３.１ △ ９.０

運輸部門 ２５ ３１.６ ２８.２ △１０.９

※ 全ての部門において目標削減率（業務３％、産業２％、運輸１％）を上回る結果と
なっており、その主な要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による減産や
休業等によるエネルギー消費量の減少等が挙げられます。
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京都市内における温室効果ガス排出状況

うち、市内の特定事業者(136者)の

温室効果ガス総排出量は１５２.２万トンで、

基準年度総排出量１６７.８万トンから、９.３％削減。

部門 事業者数
（者）

温室効果ガス総排出量
（万トン-ＣＯ２）

基準年度排出量
からの増減割合

（％）
基準年度(H29～R1) 実績値(R2～R4)

計 １３６ １６７.８ １５２.２ △９.３

業務部門 ８３ １０３.７ ９６.７ △ ６.７

産業部門 ３２ ４４.５ ３８.３ △１３.９

運輸部門 ２１ １９.６ １７.２ △１２.３

※ 全ての部門において目標削減率（業務３％、産業２％、運輸１％）を上回る結果と
なっており、その主な要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による減産や
休業等によるエネルギー消費量の減少等が挙げられます。
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主な削減要因

＜部門共通＞
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業／閉店、生産数量／
利用者の減少、減便／運休に伴うエネルギー使用量の減少

・高効率設備の導入（ＬＥＤ照明、空調等）

＜業務部門＞
・省エネ意識の向上による節電、テレワークの推進等

＜産業部門＞
・設備運用の継続的な改善、生産の効率化等
・太陽光発電設備等の再エネ設備の導入

＜運輸部門＞
・省エネ車両、次世代自動車の導入
・アイドリングストップ等のエコドライブの実施
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各事業者における総合評価の結果について

詳しくはこちら
（京都府ＨＰ）

部門 事業者数 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

業務部門 １０７ １７ ５１ １８ ２１ ０

産業部門 １１２ ２２ ４４ １９ ２７ ０

運輸部門 ２５ ４ １８ １ ２ ０

計 ２４４ ４３ １１３ ３８ ５０ ０

部門 事業者数 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

業務部門 ８３ ２１ ３７ １８ ７ ０

産業部門 ３２ ２ ２０ ２ ８ ０

運輸部門 ２１ ４ １４ ０ ３ ０

計 １３６ ２７ ７１ ２０ １８ ０

京都府 第四計画期間の実績評価

京都市 第四計画期間の実績評価

詳しくはこちら
（京都市ＨＰ）

https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/enterprise/press/r2-4/plan-report.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281746.html


第五計画期間の
計画書の取りまとめ速報
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（京都市）第五計画期間の計画書のとりまとめ速報①

部門
事業者数

（者）

温室効果ガス総排出量
（万トン-ＣＯ２）

基準年度排出量
からの増減割合

（％）基準年度(R2～R4) 計画値(R5～R7)

計 １３７ １４６．３ １２６.７ △１３.４

業務部門 ８４ ９３.６ ８７.３ △ ６.８

産業部門 ３２ ３６.２ ２４.６ △ ３２.０

運輸部門 ２１ １６.５ １４.８ △ １０.１

部門 事業者数 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

業務部門 ８４ １１ ３３ ３１ ９ ０

産業部門 ３２ １０ １４ ６ ２ ０

運輸部門 ２１ ２ １４ ３ ２ ０

計 １３７ ２３ ６１ ４０ １３ ０
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（京都市）第五計画期間の計画書のとりまとめ速報②

No. 重点対策
実施済み
(実施予定)

実施事例

１ サプライチェーン排出量算定 12者

（37者）
Scope3算定、削減計画の策定

２ 気候変動イニシアチブへの参画 41者

（56者）
TCFD:27者、SBT:11者、RE100等:14者

３ サスティナブルファイナンスの実施 22者

（26者）
資金調達:18者、融資の実施等:4者

４
ユーザー／サプライヤーと連携した
廃棄物の減量・リサイクルの実施

24者

（58者）

トレイ回収、包装材減量、契約書電子化、再
生可能容器利用、災害備蓄の寄贈 など

５
自家消費型再エネの活用に向けた蓄電
池・EMSの導入

6者

（31者）
６者とも「太陽光パネル＋蓄電池」

６ 再エネ需給バランス調整への寄与 32者

（41者）
調整力契約、需要抑制特約 など

７ 自動車由来の温室効果ガス排出削減 10者

（28者）

2030年EV100%宣言、
2023年時点でEV導入比率20%達成 など

８ 効率性の高い建築物の導入 1者

（13者）
ZEB Orientedの達成



（おさらい）
第五計画期間以降の

排出量削減制度について
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第五計画期間以降の事業者排出量削減制度
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◇ 目標削減率

◇ 排出量の算定方法

◇ 温室効果ガス排出削減取組の評価方法

◇ 重点対策項目

◇ 評価基準

次ページから詳しく説明していきます。



◇目標削減率とは

計画期間における温室効果ガス排出量の削減に関する目標となる削減率

評価の基準となる目標削減率

現行 変更後

運輸部門 ３年間の年平均 １％ ２％

産業部門 ３年間の年平均 ２％ ４％

業務部門 ３年間の年平均 ３％ ６％

目標削減率
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※部門別の削減状況を考慮して
目標削減率を設定しています。



排出量の算定方法
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※これにより、環境負荷の少ない電力を使用した際に、間接的に減少する
CO2発生量についても、評価に加えられることとなります。

◇基準年度排出量の算定

上記の変更に伴い、各事業者の温室効果ガス排出削減努力の基準(基準年度

排出量)の算定についても「調整後排出係数（残差）」を使用し計算する。

◇排出量の算定

排出量 ＝
エネルギー
使用量

× 排出係数

評価の対象となる排出量の算定の際、調整後排出係数を使用

第四計画期間まで 第五計画期間以降は

基礎排出係数 ⇒ 調整後排出係数



温室効果ガス排出削減取組の評価方法
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温室効果ガス排出削減取組 内容

A 森林の保全及び整備によるもの
市制度においても
府域の取組を評価

B 地域産木材の利用によるもの
（変更なし）

木材輸送に係る排出
量低減分の計上可

C
再生可能エネルギーを利用した
電力又は熱の供給によるもの

1.5倍ルール廃止

D グリーン電力証書等
・1.5倍ルール廃止
・評価上限を廃止
・非化石証書も評価

E
温室効果ガス排出量の削減効果
分又は温室効果ガスの吸収分の
購入によるもの(クレジット等)

評価上限を廃止

F 超過削減量

（変更なし）
前計画期間の目標削
減量を超過した分の

差し引き可

事
業
活
動
に
伴
う
排
出
の
量

評
価
の
対
象
と
な
る

排
出
の
量

右表の取組分
を差し引く！



◇ 必須項目（対策１～３４）⇒ 全て廃止
（同様の項目を省エネ法において管理しているため）

新制度における重点対策項目

１．サプライチェーン排出量算定の実施
５．自家消費型再エネの活用に向けた

蓄電池・EMSの導入

２．気候変動イニシアティブへの参画 ６．再エネ需給バランス調整への寄与

３．サステナブルファイナンスの実施
７．自動車由来の温室効果ガス排出削減に

係る取組の実施

４．ユーザー／サプライヤーと連携した
廃棄物の減量化・リサイクルの推進

８．効率性の高い建築物の導入

重点対策項目
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◇ 選択項目（対策ａ～ｎ） ⇒ 以下のとおり項目を見直し

より先進的な
取組内容へ！



評価基準
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STEP
1

未達成

※目標削減率
業務部門：３年間平均 ６％
産業部門：３年間平均 ４％
運輸部門：３年間平均 ２％

未実施あり

すべて実施

削減率(実績)が 目標削減率※を達成
STEP
２

①削減率：目標削減率の１.５倍以上

②原単位改善率 ：年率２％以上

③重点対策実施率：25％(2項目)以上

評価基準 評価基準

すべて該当 非該当あり
いずれか
該当あり 該当なし

達成

① 計画を実行するための推進体制が整備されている
② エネルギーの使用を種別、排出区分別に把握し管理している
③ 温室効果ガスの排出量の削減目標の検討・設定
④ 原単位の改善目標の検討・設定
➄ 削減対策について検討

①削減率：目標削減率の1/2以上

②原単位改善率 ：年率２％以上

③重点対策実施率：25％(2項目)以上STEP
３

Ｓ評価 Ｂ評価Ａ評価 Ｃ評価 D評価



年度 2011～2013 2014～2016 2017～2019 2020～2022 2023 2024 2025

第一計画期間

第二計画期間

第三計画期間

第四計画期間

第五
計画期間

２０２４年度７月に第五計画期間の報告書提出となります。

⇒ 新制度運用開始に向けて準備をお願いします。

第五計画期間に向けた今後のスケジュール
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2024年7月

報告書提出
第５計画期間

第1年度

報
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提出物の一覧

京都府内特定事業者 京都市内特定事業者

府へ提出

・事業者排出量削減 報告書

・冷媒用代替フロン使用状況等報告書
（バス・タクシーを除く特定事業者）

・再エネ導入等状況報告書

・冷媒用代替フロン使用状況等報告書
（バス・タクシーを除く特定事業者）

・再エネ導入等状況報告書

市へ提出 ・提出物なし ・事業者排出量削減 報告書



「２０５０年ゼロ」に向けては
事業者の皆様の取組が非常に重要！

事業者の皆様に取り組んでいただきたいこと

省エネの加速

エネルギー消費量 18％以上削減
（ 2018年度比 ）

※京都市の例

再エネの拡大

消費電力に占める再エネ比率
35％以上に拡大（ 現状15％ ）

※京都府・京都市同じ
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京都府市地球温暖化対策計画での必要な取組水準


